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亀山市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和７年９月２９日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第３５号 

 

亀山市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則 

 

亀山市消防団員等公務災害補償条例施行規則（平成１７年亀山市規則第１１７号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

別表第４（第９条関係） 別表第４（第９条関係） 

介護を

要する

状態の

区分 

介護を受けた日

の区分 

金額 

常時介

護を要

する状

態 

１ １の月に介

護に要する費

用を支出して

介護を受けた

日があるとき

（次号に掲げ

る場合を除

く。） 

その月にお

ける介護に

要する費用

として支出

された費用

の額（その 

額が１８６， 

０５０円を

超えるとき 

は、１８６， 

０５０円） 

介護を

要する

状態の

区分 

介護を受けた日

の区分 

金額 

常時介

護を要

する状

態 

１ １の月に介

護に要する費

用を支出して

介護を受けた

日があるとき

（次号に掲げ

る場合を除

く。） 

その月にお

ける介護に

要する費用

として支出

された費用

の額（その 

額が１７７， 

９５０円を

超えるとき 

は、１７７， 

９５０円） 
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［略］ ［略］ 

随時介

護を要

する状 

１ １の月に介

護に要する費

用を支出して 

その月にお

ける介護に

要する費用 

態  介護を受けた

日があるとき

（次号に掲げ

る場合を除

く。） 

として支出

された費用

の額（その

額が９２，

９８０円を

超えるとき

は、９２，

９８０円） 

［略］ ［略］ 
 

［略］ ［略］ 

随時介

護を要

する状 

１ １の月に介

護に要する費

用を支出して 

その月にお

ける介護に

要する費用 

態  介護を受けた

日があるとき

（次号に掲げ

る場合を除

く。） 

として支出

された費用

の額（その

額が８８，

９８０円を

超えるとき

は、８８，

９８０円） 

［略］ ［略］ 
 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表第４の規定は、令和７年８月１日以後の期間に係る

介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお

従前の例による。 


